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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前胴回り域と、
　後胴回り域と、
　前記前胴回り域と前記後胴回り域との間の股下域と、
　少なくとも前記股下域に設けられ、尿により変色するインジケータを含むインジケータ
図柄と、
　非肌面側から視認可能であり、前記インジケータ図柄とは異なる裏面図柄と、を含み、
　少なくとも前記股下域に設けられた前記インジケータ図柄は、前記インジケータにより
形成された図柄と、前記図柄を囲み非肌面側から視認可能な分離要素と、を含み、
　前記分離要素は、尿により変色するインジケータによって形成される、吸収性物品。
【請求項２】
　前胴回り域と、
　後胴回り域と、
　前記前胴回り域と前記後胴回り域との間の股下域と、
　少なくとも前記股下域に設けられ、尿により変色するインジケータを含むインジケータ
図柄と、
　非肌面側から視認可能であり、前記インジケータ図柄とは異なる裏面図柄と、を含み、
　少なくとも前記股下域に設けられた前記インジケータ図柄は、前記インジケータにより
形成された図柄と、前記図柄を囲み非肌面側から視認可能な分離要素と、を含み、
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　前記インジケータ図柄は、前記股下域から、前記前胴回り域と前記後胴回り域の両方に
達しており、
　前記インジケータ図柄は、前後方向に複数並んでおり、
　前記前胴回り域における前記インジケータ図柄の向きは、前記後胴回り域における前記
インジケータ図柄の向きと逆転している、吸収性物品。
【請求項３】
　前記インジケータ図柄と前記裏面図柄との間の最短距離は、前記インジケータ図柄の最
大長よりも短い、請求項１又は２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記インジケータ図柄は、前記股下域から、前記前胴回り域と前記後胴回り域の少なく
とも一方に達している、請求項１から３のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記吸収性物品の幅方向における前記インジケータ図柄の長さは、１０ｍｍ以上、かつ
２０ｍｍ以下である、請求項１から４のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記インジケータ図柄は、第１方向に間隔をあけて複数並んでおり、
　前記第１方向における前記インジケータ図柄どうしの間の距離は、前記第１方向におけ
る前記インジケータ図柄の長さよりも短い、請求項１から５のいずれか１項に記載の吸収
性物品。
【請求項７】
　前記インジケータ図柄は、第１方向に、１０ｍｍ以上かつ３０ｍｍ未満のピッチで複数
並んでいる、請求項１から６のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記インジケータ図柄は、第１方向に間隔をあけて複数並んでおり、
　前記第１方向における前記インジケータ図柄の長さは、１５ｍｍ以上である、請求項１
から７のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項９】
　前記裏面図柄は、複数設けられており、
　前記裏面図柄どうしの間の距離は、前記裏面図柄の最大長よりも長い、請求項１から８
のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項１０】
　前記インジケータ図柄は、第１方向に複数並んでおり、
　互いに隣接する前記インジケータ図柄の種別又は向きが互いに異なっている、請求項１
から５のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項１１】
　前記分離要素は、２重に形成されている、請求項１から１０のいずれか１項に記載の吸
収性物品。
【請求項１２】
　前記インジケータ図柄と前記裏面図柄は、関連性を有する図柄によって形成されている
、請求項１から１１のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項１３】
　尿によって変色した前記インジケータ図柄の色は、前記裏面図柄の色とは反対色に属す
る色によって形成されている、請求項１から１２のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項１４】
　前記分離要素は、前記インジケータにより形成された図柄の外形を縁取る形状を有する
、請求項１から１３のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、尿によって変色するインジケータを含む吸収性物品に関する。



(3) JP 6971195 B2 2021.11.24

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００２】
　例えばおむつのような吸収性物品は、尿によって変色するインジケータを備える（特許
文献１）。特許文献１に記載された吸収性物品は、外側カバーに設けられたキャラクタ図
柄と、離散的に配置された複数のインジケータ図柄と、を有する。特許文献１では、キャ
ラクタ図柄とインジケータ図柄とは、互いに関連性のある図柄によって形成されている。
これにより、デザイン性の高い吸収性物品が提供され得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許４７２１５９８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載された吸収性物品は、尿に反応しないキャラクタ図柄と、尿に反応す
るインジケータ図柄とを含む。この場合、乳幼児のようなユーザ、及び親のような補助者
は、キャラクタ図柄とインジケータ図柄との違いを区別することが困難なことがある。そ
のため、ユーザ及び補助者は、尿が吸収性物品に付着したかどうかを判別するために、ど
の図柄を見るべきかわかりにくいことがある。
【０００５】
　したがって、尿に反応しない図柄と、尿に反応するインジケータ図柄との違いを認識し
易い吸収性物品が望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一態様に係る吸収性物品は、前胴回り域と、後胴回り域と、前記前胴回り域と前記後胴
回り域との間の股下域と、少なくとも前記股下域に設けられ、尿により変色するインジケ
ータを含むインジケータ図柄と、非肌面側から視認可能であり、前記インジケータ図柄と
は異なる裏面図柄と、を含む。少なくとも前記股下域に設けられた前記インジケータ図柄
は、前記インジケータにより形成された図柄と、前記図柄を囲み非肌面側から視認可能な
分離要素と、を含む。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】一実施形態に係る吸収性物品の平面図である。
【図２】図１の２Ａ－２Ａ線に沿った吸収性物品の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　（１）実施形態の概要
　一態様に係る吸収性物品は、前胴回り域と、後胴回り域と、前記前胴回り域と前記後胴
回り域との間の股下域と、少なくとも前記股下域に設けられ、尿により変色するインジケ
ータを含むインジケータ図柄と、非肌面側から視認可能であり、前記インジケータ図柄と
は異なる裏面図柄と、を含み、少なくとも前記股下域に設けられた前記インジケータ図柄
は、前記インジケータにより形成された図柄と、前記図柄を囲み非肌面側から視認可能な
分離要素と、を含む。
【０００９】
　尿に反応するインジケータにより形成された図柄は、分離要素で囲まれている。そのた
め、ユーザ及び補助者は、分離要素で囲まれた図柄をインジケータとして認識し、分離要
素で囲まれていない図柄を裏面図柄として区別しやすくなる。したがって、ユーザ及び補
助者は、尿が吸収性物品に付着したかどうかを判別するために、どの図柄を見るべきかわ
かりやすくなる。
【００１０】
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　好ましい一態様によれば、前記分離要素は、尿により変色するインジケータによって形
成される。
【００１１】
　インジケータ図柄は、インジケータにより形成された図柄とともに分離要素も尿によっ
て変色するよう形成されている。したがって、ユーザ及び補助者は、変色したインジケー
タ図柄と裏面図柄とをより区別しやすくなる。これにより、ユーザ及び補助者は、尿が吸
収性物品に付着したかどうかを判別するために、どの図柄を見るべきかよりわかりやすく
なる。
【００１２】
　好ましい一態様によれば、前記インジケータ図柄と前記裏面図柄との間の最短距離は、
前記インジケータ図柄の最大長よりも短い。
【００１３】
　インジケータ図柄と裏面図柄との間の距離が比較的小さくなることによって、ユーザ又
は補助者は、インジケータ図柄と裏面図柄を対比して視認し易くなる。これにより、イン
ジケータ図柄と裏面図柄の違いを一目で認識しやすくなる。
【００１４】
　好ましい一態様によれば、前記インジケータ図柄は、前記股下域から、前記前胴回り域
と前記後胴回り域の少なくとも一方に達している。
【００１５】
　尿は、付着した地点（股下域）から同心円状に拡散するので、インジケータ図柄の変色
は、股下域から、前胴回り域又は後胴回り域に向かって生じる。本態様では、インジケー
タ図柄が、股下域から、前胴回り域と後胴回り域の少なくとも一方に達している。そのた
め、股下域と、前胴回り域又は後胴回り域ではインジケータ図柄の変色の境目が生じやす
く、変色する図柄がインジケータ図柄であると認識しているユーザ又は補助者の認識を助
けることができる。これにより、ユーザ又は補助者は、吸収性物品に付着した尿が前胴回
り域及び／又は後胴回り域においてどの範囲まで達しているか判断しやすくなる。
【００１６】
　好ましい一態様によれば、前記吸収性物品の幅方向における前記インジケータ図柄の長
さは、１０ｍｍ以上、かつ２０ｍｍ以下である。
【００１７】
　乳幼児のようなユーザは、ロンパースのように、股下領域を開放できるような下着を身
に着けることが多い。この場合、例えば親のような補助者は、下着の股下領域を開放する
ことによって吸収性物品の股下域に設けられたインジケータ図柄を視認し、尿が付着して
いるかどうかを判断する。
【００１８】
　ここで、ロンパースのような下着では、股下域において、幅方向に３０ｍｍ程度の隙間
が生じ得る。この場合、幅方向におけるインジケータ図柄の長さが２０ｍｍ以下であるこ
とにより、インジケータ図柄の周りの領域が十分に視認できるため、ユーザ及び補助者は
、周りの領域との相違によりインジケータ図柄を認識しやすくなる。
【００１９】
　また、幅方向におけるインジケータ図柄の長さが１０ｍｍ以上であることにより、イン
ジケータ図柄が小さくなりすぎることを防止し、ユーザ及び補助者はインジケータ図柄を
認識しやすくなる。
【００２０】
　好ましい一態様によれば、前記インジケータ図柄は、第１方向に間隔をあけて複数並ん
でおり、前記第１方向における前記インジケータ図柄どうしの間の距離は、前記第１方向
における前記インジケータ図柄の長さよりも短い。
【００２１】
　複数のインジケータ図柄が、比較的短い間隔で第１方向に並んでいるため、ユーザ及び
補助者はインジケータ図柄を認識しやすい。また、インジケータ図柄のどの箇所まで尿が
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達しているか判別し易くなる。
【００２２】
　好ましい一態様によれば、前記インジケータ図柄は、第１方向に、１０ｍｍ以上かつ３
０ｍｍ未満のピッチで複数並んでいる。
【００２３】
　ロンパースのような下着では、股下域において、前後方向（第１方向）に３０ｍｍ程度
の隙間が生じる。本態様では、インジケータ図柄が、１０ｍｍ以上かつ３０ｍｍ未満のピ
ッチで複数並んでいるため、３０ｍｍ程度の隙間から、少なくとも１つのインジケータ図
柄の全体が確認できる。
【００２４】
　好ましい一態様によれば、前記第１方向における前記インジケータ図柄の長さは、１５
ｍｍ以上である。
【００２５】
　ロンパースのような下着では、股下域において、前後方向（第１方向）に３０ｍｍ程度
の隙間が生じる。本態様では、インジケータ図柄が１５ｍｍ以上であるため、３０ｍｍ程
度の隙間に対するインジケータ図柄のサイズを確保することができる。これにより、ユー
ザ又は補助者は、３０ｍｍ程度の隙間からインジケータ図柄を認識しやすくなる。
【００２６】
　好ましい一態様によれば、前記裏面図柄は、複数設けられており、前記裏面図柄どうし
の間の距離は、前記裏面図柄の最大長よりも長い。
【００２７】
　複数の裏面図柄が、比較的大きい間隔で設けられているため、ユーザ及び補助者はイン
ジケータ図柄と裏面図柄との違いを認識しやすい。
【００２８】
　好ましい一態様によれば、前記インジケータ図柄は、第１方向に複数並んでおり、互い
に隣接する前記インジケータ図柄の種別又は向きが互いに異なっている。
【００２９】
　互いに隣接するインジケータ図柄の種別又は向きが異なっているため、ユーザ及び補助
者は、インジケータ図柄のどの箇所まで尿が達しているか判別し易くなる。
【００３０】
　また、親のような補助者は、どの種別又は向きのインジケータ図柄まで尿が達している
かという情報を乳幼児のようなユーザに伝えることにより、母子間のコミュニケーション
の１つのきっかけにもなり得る。
【００３１】
　好ましい一態様によれば、前記インジケータ図柄は、前記股下域から、前記前胴回り域
と前記後胴回り域の両方に達しており、前記インジケータ図柄は、前後方向に複数並んで
おり、前記前胴回り域における前記インジケータ図柄の向きは、前記後胴回り域における
前記インジケータ図柄の向きと逆転している。
【００３２】
　前胴回り域と後胴回り域でインジケータ図柄の向きが逆転しているため、吸収性物品の
デザイン性を向上させるとともに、前後の区別をより明確にすることができる。
【００３３】
　好ましい一態様によれば、前記分離要素は、２重に形成されている。分離要素が２重に
形成されていることでインジケータ図柄が目立つため、インジケータ図柄がよりユーザ及
び補助者によって視認されやすくなり、ユーザ及び補助者は、インジケータ図柄と裏面図
柄との違いをより認識しやすくなる。
【００３４】
　好ましい一態様によれば、前記インジケータ図柄と前記裏面図柄は、関連性を有する図
柄によって形成されている。
【００３５】
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　インジケータ図柄と裏面図柄が互いに関連性を有する図柄によって形成されていること
によって、吸収性物品のデザイン性を向上させることができる。これにより、ユーザ及び
／又は使用者に対する購買意欲を向上させることができる。
【００３６】
　好ましい一態様によれば、尿によって変色した前記インジケータ図柄の色は、前記裏面
図柄の色とは反対色に属する色によって形成されている。
【００３７】
　これにより、ユーザ及び補助者はインジケータ図柄と裏面図柄との違いをより認識しや
すくなる。
【００３８】
　好ましい一態様によれば、前記分離要素は、前記インジケータにより形成された図柄の
外形を縁取る形状を有する。
【００３９】
　これにより、インジケータ図柄は、より特徴的な形になるため、ユーザ及び補助者にと
ってより目立ちやすい。したがって、ユーザ及び補助者は、インジケータ図柄と裏面図柄
との違いをより認識しやすい。
【００４０】
　（２）実施形態の詳細説明
【００４１】
　次に、図面を参照して、一実施形態に係る吸収性物品について説明する。本実施形態に
おいて、吸収性物品は、テープタイプの使い捨ておむつである。この代わりに、吸収性物
品は、パンツタイプの使い捨ておむつであってもよい。なお、使い捨ておむつは、乳幼児
用のおむつであってもよく、大人用のおむつであってもよい。
【００４２】
　以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付してい
る。ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率等は現実のものとは異なることに
留意すべきである。したがって、具体的な寸法等は、以下の説明を参酌して判断すべきで
ある。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれ得る。
【００４３】
　図１は、一実施形態に係る吸収性物品の平面図である。より具体的には、図１は、皺が
実質的になくなるまで引っ張られた吸収性物品を非肌面側から見た状態を示している。図
２は、図１の２Ａ－２Ａ線に沿った吸収性物品の断面図である。ここで、非肌面又は非肌
面側は、吸収性物品の着用状態において、着用者の肌とは反対側に向く面又は側を意味す
る。一方、肌面又は肌面側は、吸収性物品の着用状態において、着用者の肌の方に向く面
又は側を意味する。
【００４４】
　吸収性物品１０は、前後方向Ｌと、幅方向Ｗと、厚み方向と、を有する。前後方向Ｌは
、着用状態において、吸収性物品１０の腹側と背側とを結ぶ方向である。幅方向Ｗは、吸
収性物品１０の平面視で前後方向Ｌに直交する方向である。厚み方向は、前後方向Ｌと幅
方向Ｗの両方に直交する方向である。
【００４５】
　吸収性物品１０は、前胴回り域Ｓ１と、股下域Ｓ２と、後胴回り域Ｓ３と、を有する。
前胴回り域Ｓ１は、吸収性物品の使用時に、着用者の前胴回りに面する領域である。後胴
回り域Ｓ３は、吸収性物品の使用時に、着用者の後胴回りに面する領域である。股下域Ｓ
２は、吸収性物品の使用時に、着用者の股下に位置する領域であり、前胴回り域Ｓ１と後
胴回り域Ｓ３との間に位置する。
【００４６】
　吸収性物品１０は、表面シート５０と、裏面シート６２と、吸収体４０と、を有してい
てよい。表面シート５０は、吸収体４０よりも肌面側に位置する。表面シート５０は、吸
収体４０の肌面側を覆っている。表面シート５０は、透液性のシートによって構成されて
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いてよい。
【００４７】
　吸収性物品１０は、幅方向Ｗにおける吸収性物品１０の中心を挟んで両側にサイドシー
ト５２を有していてもよい。サイドシート５２は、表面シート５０よりも肌面側に位置し
ていてよい。本実施形態において、サイドシート５２は、吸収性物品１０の幅方向Ｗにお
ける外側付近から、吸収体４０の幅方向Ｗにおける外側付近にわたって設けられている。
より具体的には、サイドシート５２の一部は、厚み方向において、吸収体４０の幅方向Ｗ
の外側部と重なっていてよい。
【００４８】
　サイドシート５２の幅方向Ｗの内側近傍に、前後方向に伸縮可能な弾性部材３０が設け
られていてもよい。より具体的には、弾性部材３０は、伸張された状態でサイドシート５
２に接合されている。これにより、サイドシート５２は、自然状態において、前後方向Ｌ
に収縮される。前後方向Ｌにおけるサイドシート５２の収縮によって、サイドシート５２
の幅方向の内側の部分が肌側に向かって起立するカフ（ギャザー）が形成されている。
【００４９】
　裏面シート６２は、吸収体４０よりも非肌面側に位置する。裏面シート６２は、非透液
性のシートによって構成されていてよい。裏面シート６２は、吸収体４０から非肌側への
液体の漏れを抑止する。
【００５０】
　吸収性物品１０は、裏面シート６２よりも非肌側に、外装シート６０を有していてもよ
い。外装シート６０は、通気性の向上のため、孔（開口）６１を有するシートによって構
成されていてもよい。
【００５１】
　吸収体４０は、吸収コア４０ａと、コアラップ４０ｂと、を有していてよい。吸収コア
４０ａは、例えば尿のような液体を吸収可能な材料によって構成されている。吸収コア４
０ａは、例えば、パルプ、高吸収性高分子（ＳＡＰ）、又はこれらの組み合わせによって
構成されていてよい。
【００５２】
　コアラップ４０ｂは、吸収コア４０ａを包んでいてよい。コアラップ４０ｂは、例えば
ティッシュのようなシートによって構成されていてよい。
【００５３】
　本実施形態では、コアラップ４０ｂは、展開した状態でコアラップ４０ｂの両端に位置
する一対の端部が吸収コア４０ａの肌面側で互いに重なるように、折り返されている（図
２の領域Ｏ参照）。コアラップ４０ｂは、少なくとも２重に重なった重複部分Ｏで接合さ
れていてよい。
【００５４】
　吸収性物品１０は、尿により変色するインジケータを含むインジケータ図柄８０と、非
肌面側から視認可能であり、インジケータ図柄８０とは異なる裏面図柄７０と、を含む。
【００５５】
　裏面図柄７０は、複数設けられていてよい。裏面図柄７０は、非肌面側から視認可能で
あれば、吸収性物品１０を構成するどのシートに設けられていてもよい。例えば、裏面図
柄７０は、裏面シート６２に設けられていてよい。裏面図柄７０は、例えば着色されてい
てもよい。なお、裏面図柄７０は、後述するように尿と反応するインジケータによって構
成されていないことに留意されたい。
【００５６】
　インジケータ図柄８０は、少なくとも股下域Ｓ２に設けられている。インジケータ図柄
８０を構成するインジケータは、例えば尿によって変色することにより、吸収性物品１０
の濡れを示すことができる。インジケータ図柄８０は、裏面シート６２に設けられていて
よい。好ましくは、インジケータ図柄８０は、裏面シート６２の吸収体４０側に向けられ
る面に設けられていてよい。
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【００５７】
　少なくとも股下域Ｓ２に設けられたインジケータ図柄８０は、インジケータにより形成
された図柄８４と、図柄８４を囲み非肌面側から視認可能な分離要素８８と、を含む。分
離要素８８は、尿により変色するインジケータによって形成されていることが好ましい。
【００５８】
　尿に反応するインジケータにより形成された図柄８４は、分離要素８８で囲まれている
。そのため、ユーザ及び補助者は、分離要素８８で囲まれた図柄８４をインジケータとし
て認識し、分離要素８８で囲まれていない図柄を裏面図柄７０として区別しやすくなる。
したがって、ユーザ及び補助者は、尿が吸収性物品に付着したかどうかを判別するために
、どの図柄を見るべきかわかりやすくなる。
【００５９】
　さらに、分離要素８８もインジケータによって形成されている場合、インジケータによ
り形成された図柄８４とともに分離要素８８も尿によって変色するため、ユーザ及び補助
者は、インジケータ図柄８０を特徴的なものと認識し易くなる。したがって、ユーザ及び
補助者は、変色したインジケータ図柄８０と裏面図柄７０とをより区別しやすくなる。こ
れにより、ユーザ及び補助者は、尿が吸収性物品１０に付着したかどうかを判別するため
に、どの図柄を見るべきかよりわかりやすくなる。
【００６０】
　分離要素８８は、インジケータにより形成された図柄８４の外形を縁取る形状を有して
いてよい。図１に示す例では、分離要素８８は、インジケータにより形成された図柄８４
を取り囲む四角形状を有する。一例として、分離要素８８は、インジケータにより形成さ
れた図柄８４から６ｍｍ以内の距離だけ離れた位置で、図柄８４を囲むよう形成されても
よい。
【００６１】
　分離要素８８がインジケータにより形成された図柄８４の外形を縁取る形状を有してい
れば、インジケータ図柄８０がより特徴的な形になるため、ユーザ及び補助者にとってよ
り目立ちやすい。したがって、ユーザ及び補助者は、インジケータ図柄８０と裏面図柄７
０との違いをより認識しやすい。
【００６２】
　図１では、１つの分離要素８８がインジケータにより形成された図柄８４のまわりを囲
んでいる。この代わりに、分離要素８８は、２重に形成されていてもよい。分離要素８８
が２重に形成されていると、インジケータ図柄８０がより目立つため、インジケータ図柄
がよりユーザ及び補助者によって視認されやすくなる。これにより、ユーザ及び補助者は
、インジケータ図柄８０と裏面図柄７０との違いをより認識しやすくなる。
【００６３】
　インジケータ図柄８０は、一方向に間隔をあけて複数並んでいてよい。本実施形態では
、インジケータ図柄８０は、前後方向Ｌに沿って並んでいる。互いに隣接するインジケー
タ図柄８０どうしの間の距離Ｌ５は、インジケータ図柄８０同士が並ぶ方向におけるイン
ジケータ図柄８０の長さＬ４よりも短いことが好ましい。これにより、複数のインジケー
タ図柄８０が、比較的短い間隔で一方向に並ぶため、ユーザ及び補助者はインジケータ図
柄８０を裏面図柄７０と区別しやすい。また、インジケータ図柄８０が比較的短い間隔で
一方向に並ぶため、吸収性物品１０のどの領域まで尿が達しているかを判別し易くなる。
【００６４】
　インジケータ図柄８０は、一方向、例えば前後方向Ｌに、１０ｍｍ以上かつ３０ｍｍ未
満のピッチで複数並んでいることが好ましい。ロンパースのような下着では、股下域Ｓ２
に対向する位置のボタンを外すと、股下域Ｓ２において前後方向Ｌに３０ｍｍ程度の隙間
が生じる。インジケータ図柄８０が、１０ｍｍ以上かつ３０ｍｍ未満のピッチで複数並ん
でいれば、３０ｍｍ程度の隙間（ロンパースの隙間）から、少なくとも１つのインジケー
タ図柄８０の全体が確認できる。これにより、ユーザ及び補助者は、ロンパースの隙間か
ら、吸収性物品の股下域Ｓ２に尿が付着しているかどうかを容易に把握することができる
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。
【００６５】
　インジケータ図柄８０は、股下域Ｓ２から、前胴回り域Ｓ１と後胴回り域Ｓ２の少なく
とも一方に達していることが好ましい。より好ましくは、インジケータ図柄８０は、股下
域Ｓ２から、前胴回り域Ｓ１と後胴回り域Ｓ２の両方に達している。
【００６６】
　尿は、付着した地点（股下域）から同心円状に拡散するので、インジケータ図柄８０の
変色は、股下域Ｓ２から、前胴回り域Ｓ１又は後胴回り域Ｓ３に向かって生じる。インジ
ケータ図柄８０が、股下域Ｓ２から、前胴回り域Ｓ１と後胴回り域Ｓ３の少なくとも一方
に達していると、前胴回り域Ｓ１又は後胴回り域Ｓ３においてインジケータ図柄８０の変
色の境目が生じやすい。これにより、変色する図柄がインジケータ図柄であると認識して
いるユーザ又は補助者の認識を助けることができる。したがって、ユーザ又は補助者は、
吸収性物品１０に付着した尿が前胴回り域Ｓ１及び／又は後胴回り域Ｓ３においてどの範
囲まで達しているか判断しやすくなる。
【００６７】
　吸収性物品１０の幅方向Ｗにおけるインジケータ図柄８０の長さは、１０ｍｍ以上、か
つ２０ｍｍ以下であることが好ましい。乳幼児のようなユーザは、ロンパースのように、
股下領域を開放できるような下着を身に着けることが多い。この場合、例えば親のような
補助者は、下着の股下領域を開放することによって吸収性物品の股下域に設けられたイン
ジケータ図柄を視認し、尿が付着しているかどうかを判断する。ここで、ロンパースのよ
うな下着では、股下域において、幅方向に３０ｍｍ程度の隙間が生じ得る。この場合、幅
方向Ｗにおけるインジケータ図柄８０の長さが２０ｍｍ以下であることにより、インジケ
ータ図柄８０の周りの領域が十分に視認できるため、ユーザ及び補助者は、周りの領域と
の相違によりインジケータ図柄８０を認識しやすくなる。
【００６８】
　また、幅方向Ｗにおけるインジケータ図柄８０の長さが１０ｍｍ以上であることにより
、インジケータ図柄８０が小さくなりすぎることを防止し、ユーザ及び補助者はインジケ
ータ図柄８０を認識しやすくなる。
【００６９】
　インジケータ図柄８０が並ぶ方向、例えば前後方向Ｌにおいて、インジケータ図柄８０
の長さは、１５ｍｍ以上であることが好ましい。ロンパースのような下着では、股下域に
おいて、前述したように、３０ｍｍ程度の隙間が生じ得る。したがって、インジケータ図
柄８０の長さが１５ｍｍ以上であれば、３０ｍｍ程度の隙間に対するインジケータ図柄８
０のサイズを確保することができる。これにより、ユーザ又は補助者は、３０ｍｍ程度の
隙間からインジケータ図柄８０を認識しやすくなる。
【００７０】
　ユーザ又は補助者にインジケータ図柄を認識しやすくするためには、３０ｍｍ程度の隙
間から、１つ、好ましくは２つのインジケータ図柄を視認可能にすることが好ましい。さ
らに、インジケータ図柄８０が小さくなりすぎないよう、３０ｍｍ程度の隙間から見える
インジケータ図柄は３未満であることがより好ましい。このような条件を考慮すると、イ
ンジケータ図柄８０の一方向の長さは９～２９ｍｍの範囲であり、かつインジケータ図柄
８０同士の間の距離は１～２１ｍｍの範囲であってよい。
【００７１】
　インジケータ図柄８９と裏面図柄７０との間の最短距離Ｌ１は、インジケータ図柄８０
の最大長Ｌ２よりも短いことが好ましい。より好ましくは、インジケータ図柄８０が並ん
でいる方向と直交する方向、例えば幅方向Ｗにおいて、インジケータ図柄８９と裏面図柄
７０との間の最短距離Ｌ１は、インジケータ図柄８０の長さＬ３よりも短い。これにより
、ユーザ又は補助者は、インジケータ図柄８０と裏面図柄７０を対比して視認し易くなる
。したがって、インジケータ図柄８０と裏面図柄７０の違いを一目で認識しやすくなる。
【００７２】
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　裏面図柄７０は、複数設けられており、裏面図柄７０どうしの間の距離は、裏面図柄７
０の最大長よりも長いことが好ましい。複数の裏面図柄７０が比較的大きい間隔で設けら
れていると、ユーザ及び補助者はインジケータ図柄８０と裏面図柄７０との違いを認識し
やすい。特にインジケータ図柄８０同士の間の距離Ｌ５がインジケータ図柄８０の長さＬ
４よりも短いと、インジケータ図柄８０と裏面図柄７０との違いが顕著になる。
【００７３】
　好ましくは、インジケータ図柄８０は、第１方向、例えば前後方向Ｌに複数並んでおり
、互いに隣接するインジケータ図柄８０の種別又は向きが互いに異なっている。図１に示
す例では、互いに隣接するインジケータ図柄８０の種類は、花と蜂を模したものである。
この代わりに、互いに隣接するインジケータ図柄８０は同じものであり、その向きのみが
異なっていてもよい。このように、互いに隣接するインジケータ図柄８０の種別又は向き
が異なっていると、ユーザ及び補助者は、インジケータ図柄８０のどの箇所まで尿が達し
ているか判別し易くなる。また、親のような補助者は、どの種別又は向きのインジケータ
図柄８０まで尿が達しているかという情報を乳幼児のようなユーザに伝えることにより、
母子間のコミュニケーションの１つのきっかけにもなり得る。
【００７４】
　好ましくは、前胴回り域Ｓ１におけるインジケータ図柄８０の向きは、後胴回り域Ｓ３
におけるインジケータ図柄８０の向きと逆転していてもよい。前胴回り域Ｓ１と後胴回り
域Ｓ３でインジケータ図柄８０の向きが逆転している場合、吸収性物品１０のデザイン性
を向上させるとともに、前後の区別をより明確にすることができる。
【００７５】
　インジケータ図柄８０と裏面図柄７０は、関連性を有する図柄によって形成されている
ことが好ましい。例えば、図１に示す例では、インジケータ図柄８０は、花と蜂の図柄に
よって構成されており、裏面図柄７０は花の図柄によって構成されている。これにより、
全体として一体感のあるデザインが得られる。
【００７６】
　このように、インジケータ図柄８０と裏面図柄７０が互いに関連性を有する図柄によっ
て形成されていることによって、吸収性物品１０のデザイン性を向上させることができる
。これにより、ユーザ及び／又は使用者に対する購買意欲を向上させることができる。
【００７７】
　尿によって変色したインジケータ図柄８０の色は、裏面図柄７０の色とは反対色に属す
る色によって形成されていることが好ましい。ここで、ある色の反対色は、色相を２０等
分したマンセル表色系に基づく色相環において、ある色の補色（色相環で反対側に位置す
る色）と、当該補色の１つ及び２つ隣の色と、を意味するものとする。
【００７８】
　変色後のインジケータ図柄８０の色が裏面図柄７０の色とは反対色に属する色によって
形成されていると、ユーザ及び補助者はインジケータ図柄８０と裏面図柄７０との違いを
より認識しやすくなる。
【００７９】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、
例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではな
い。
【００８０】
　例えば、分離要素８８は、前述したように、尿により変色するインジケータによって形
成されることが好ましい。しかしながら、分離要素８８は、必ずしもインジケータによっ
て形成されていなくてもよい。例えば、分離要素８８は、インク層（着色）により形成さ
れていてもよく、インク層（着色）どうしによって挟まれた領域（地色）により形成され
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ていてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８１】
　本態様によれば、尿に反応しない図柄と、尿に反応するインジケータ図柄との違いを認
識し易い吸収性物品を提供することができる。
【符号の説明】
【００８２】
１０　　吸収性物品
４０　　吸収体
５０　　表面シート
６０　　外装シート
６２　　裏面シート
７０　　裏面図柄
８０　　インジケータ図柄
８４　　インジケータにより形成された図柄
８８　　分離要素
Ｓ１　　前胴回り域
Ｓ２　　股下域
Ｓ３　　後胴回り域 

【図１】 【図２】
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